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【手続補正書】
【提出日】平成20年3月31日(2008.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　極限環境微生物（extremophilic microorganism）から生じるオスモライト（osmolyte
）および不飽和脂肪酸を含有する天然油および脂肪を含む製剤であって、前記製剤が、該
製剤の全重量に基づいて少なくとも１種類のオスモライトを0.01-50重量％含有すること
を特徴とする製剤。
【請求項２】
　前記製剤が、0.05-10重量％のオスモライトを含有することを特徴とする請求項１記載
の製剤。
【請求項３】
　前記製剤が、0.01-50重量％の天然油および脂肪を含有することを特徴とする請求項１
または２記載の製剤。
【請求項４】
　前記製剤が、0.05-10重量％の天然油および脂肪を含有することを特徴とする請求項３
記載の製剤。
【請求項５】
　前記製剤が、月見草の油（Oleum Oenotherae）を含有することを特徴とする請求項１か
ら４いずれか１項記載の製剤。
【請求項６】
　エクトイン（ectoine）、ヒドロキシエクトイン、cDPG、DGP、フィロイン（firoin）、
フィロインAおよび／またはジイノシトールリン酸がオスモライトとして使用されること
を特徴とする請求項１から５いずれか１項記載の製剤。
【請求項７】
　皮膚への化粧用途のための請求項１から６いずれか１項記載の製剤。
【請求項８】
　前記製剤が、溶液、懸濁液、エマルジョン、ペースト、軟膏、ゲル、クリーム、ローシ
ョン、パウダー、石鹸、界面活性剤含有洗浄剤、オイル、リップスティック、マスカラ、
アイライナー、アイシャドウ、口紅、粉末、エマルジョンおよびワックス化粧品、日焼け
止め剤、日焼け前および後の処理剤、ヘアートニック、絆創膏、包帯またはスプレーの形
態で供給されることを特徴とする請求項７記載の化粧品製剤。
【請求項９】
　不飽和脂肪酸の安定化および／または保存のための、極限環境微生物から生じるオスモ
ライトの使用方法。
【請求項１０】
　前記利用されるオスモライトが、製剤全体に対して0.01-50重量％の量で存在すること
を特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記製剤が、0.05-10重量％のオスモライトを含有することを特徴とする請求項９また
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は１０記載の方法。
【請求項１２】
　エクトイン、ヒドロキシエクトイン、cDPG、DGP、フィロイン、フィロインAおよび／ま
たはジイノシトールリン酸がオスモライトとして使用されることを特徴とする請求項９か
ら１１いずれか１項記載の方法。
【請求項１３】
　月見草の油（Oleum Oenotherae）の安定化のための、請求項９から１２いずれか１項記
載の方法。
【請求項１４】
　化粧および皮膚の分野での局所使用のための製剤を産生するための、極限環境微生物か
ら生じるオスモライト。
【請求項１５】
　非常に乾燥し、炎症を起こし、鱗状の、問題のある皮膚の手入れおよびケアのため、ア
トピー性皮膚炎、乾癬および他の炎症性の皮膚病の場合の炎症を起こした皮膚の手入れお
よびケアのため、物理的、化学的および生物学的影響、特にUVおよびIR放射および変性物
質に対するヒトの皮膚細胞の保護および安定化のため、皮膚のミクロフローラ（microflo
ra）の保護のため、天然の皮膚バリアの安定化のため、およびフリーラジカルスカベンジ
ャー（scavenger）および／または酸化防止剤としての、化粧品製剤を産生するための請
求項１４記載のオスモライト。
【請求項１６】
　アトピー性皮膚炎、乾癬および他の炎症性の皮膚病並びに湿疹の手入れ、ケア、予防ま
たは治療のための医薬品および／または薬剤を産生するための請求項１４記載のオスモラ
イト。
【請求項１７】
　前記オスモライトがエクトインまたはヒドロキシエクトインであることを特徴とする請
求項１４から１６いずれか１項記載のオスモライト。
【請求項１８】
　溶液、懸濁液、エマルジョン、ペースト、軟膏、ゲル、クリーム、ローション、パウダ
ー、石鹸、界面活性剤含有洗浄剤、オイル、リップスティック、マスカラ、アイライナー
、アイシャドウ、口紅、粉末、エマルジョンおよびワックス化粧品、日焼け止め剤、日焼
け前および後の処理剤、ヘアートニック、絆創膏、包帯またはスプレーの形態の請求項１
４から１７いずれか１項記載のオスモライト。
【請求項１９】
　前記製剤がさらに、少なくとも１つのUVフィルター、酵素、ビタミン、ビタミン誘導体
および／またはタンパク質を含有することを特徴とする請求項１８記載のオスモライト。
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